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（（２２））未未払払いい賃賃金金がが支支払払いい期期限限ままででにに支支払払わわれれななかかっったた場場合合  

支払い期限までに経営者から支払いが無かった場合、労働基準監督署

（勤務先の事業所を所管）に賃金未払いの申立てを行うことが出来ます。 

その際、労働契約書、就業規則（賃金規程等）、給与明細、シフト表、 

タイムカードなど、給与の支給状況や未払いの裏付けになるものを用意 

してください。 

 

（（３３））経経営営者者がが最最終終的的にに支支払払いいにに応応じじななかかっったた場場合合  

労働基準監督署による調査・指導後も経営者が支払いに応じなかった

場合は、民事手続き（Ｐ１３７参照）で解決を図ることになります。 

 

７７  会会社社がが倒倒産産ししたた場場合合のの賃賃金金･･退退職職金金のの確確保保 

会社が倒産し、賃金や退職金を受給できないケースが見受けられます。 

本来、賃金や退職金は、一般先取特権として民法で特別に保護されて 

いるので、優先的に支払ってもらえるはずなのですが、会社倒産の場合、

請求した頃には会社財産が既になく、支払ってもらえないことが多いよう 

です。 

このため、労働者自ら、以下のとおり賃金・退職金を確保する手段を  

早急に講じる必要があります。 

 

（（１１））倒倒産産前前のの賃賃金金、、退退職職金金、、社社内内預預金金のの確確保保  

（（賃賃確確法法３３条条、、５５条条））  

経営者は､どんな場合でも賃金や退職金を確実に支払える手立てを 

講じなければなりません｡ 

例）・経営者が倒産などで社内預金や退職金を支払えなくなったとき､

「金融機関が経営者に代わって支払う」という保証契約を経営者と

金融機関との間で結ぶ 
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・中小企業退職金共済制度（Ｐ１４３参照）のように社外積立型の退職

金制度に加入する  など 

また、倒産直前になると賃金の支払いが遅れがちになりますので、会社

の売掛金債権などの譲渡を受け、未払いの賃金や退職金に充当すると 

いった債権譲渡協定を、経営者との間で締結しておく方法もあります。経営

者との交渉は、労働者個人では大変難しいので、労働組合を結成して行う

ことが効果的です。 

 

（（２２））倒倒産産後後のの賃賃金金やや退退職職金金のの確確保保  

労働債権（賃金・退職金）は、抵当権などを除き税金・社会保険料など

に次いで支払いを受けることができますが、会社に財産が無い場合、 

支払いを受けることが難しくなります。 

また、会社が倒産状態となった場合、会社の状況（法律上の倒産、  

事実上の倒産）によって取るべき対応が異なりますので、早急に弁護士

や労働組合に相談しましょう。 

 

（（３３））未未払払いい賃賃金金のの立立替替払払制制度度（（賃賃確確法法７７条条））  

倒産により賃金や退職金が支払われないまま退職した労働者に対し

て、未払の賃金や退職金の一部を立替払いする制度です。 

最寄りの労働基準監督署が受付窓口になり、独立行政法人労働者 

健康安全機構が事業を実施します。 

立替払いをした場合には、独立行政法人労働者健康安全機構が  

その分の賃金債権を代位取得し、事業主に求償権を行使することになり

ます。 
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アア  要要件件  

事
業
主(

会
社
）の
要
件 

①労災保険の適用事業の事業主、かつ、１年以上事業を実施 

②
倒
産
し
た
こ
と 

法律上の倒産 ・ 破産手続開始決定（破産法） 
・ 特別清算手続開始命令（会社法） 
・ 再生手続開始決定（民事再生法） 
・ 更生手続開始決定（会社更生法） 

事実上の倒産 
（ 中 小 企 業 
事 業 主 ( ※ )   

のみ） 

事業活動停止し、再開見込みがなく、賃金支払 
能力がないこと（労働基準監督署長の認定） 
（※Ｐ１４３ 「■加入できる企業」に同じ） 

労
働
者
の
要
件 

① 破産手続き開始等の申立て等（事実上の倒産の認定申請）の日の 
６か月前から２年間に退職 

②未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等
が証明（事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認） 

③ 破産手続開始の決定等（事実上の倒産の認定）の日の翌日から 
起算して２年以内に立替払請求 

イイ  立立替替払払のの対対象象ととななるる未未払払賃賃金金  

退職日の６か月前の日から立替払請求日の前日までの間に支払 

期日が到来している未払の賃金と退職金（賞与、その他臨時的に支払

われる賃金、解雇予告手当等を除く）が対象です。 

ただし、総額２万円未満のときは対象外です。 

ウウ  立立替替払払のの額額  未払賃金（上限あり）の８割 

退職日の年齢 未払賃金の上限 立替払の上限 

４５歳以上 ３７０万円 ３７０万円×０.８  ２９６万円 

３０歳以上 
４５歳未満 

２２０万円 ２２０万円×０.８  １７６万円 

３０歳未満 １１０万円 １１０万円×０.８   ８８万円 

例）退職日に３５歳で未払賃金が２００万円の場合は、立替払額１６０万円 
〃           ３００万円       〃     １７６万円 

（上限が２２０万円のため） 
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